
 1 / 4 

 

会  議  録 

 

１ 会議の名称 平成３０年度 石岡市廃棄物減量等推進審議会 

２ 開 催 日 時 
平成３０年１２月２０日（木）午後１時３０分から 

午後２時４５分まで 

３ 開 催 場 所 石岡市役所 本館１階 大会議室 

４ 出席した者の氏名 

（委員） 

中野委員，殿塚委員，池田委員，鎌田委員，大塚委員，髙野委員，

三浦委員，大槻委員，樫村委員，亀井委員，中島委員，吉野委員 

助川委員 

（事務局） 

齋藤部長，荻沼課長，岡野係長，冨田主任 

 

５ 議   題 

(1) 八郷地区における石岡市指定ごみ袋使用義務化について 

  

(2) 平成２９年度一般廃棄物の状況について 

 

(3) その他 

６ 審議の内容 議事録のとおり 

７ 担当課の名称 生活環境部 生活環境課 
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１．開  会 

 

２．市長あいさつ 

 

３．諮  問 

   ・八郷地区における石岡市指定ごみ袋使用義務化について 

 

４．議  事（大槻会長により議事の進行） 

 （１）八郷地区における石岡市指定ごみ袋使用義務化について 

 

 事 務 局：資料１に基づき説明 

 委  員：石岡市大サイズごみ袋の販売金額はいくらか。 

 事 務 局：１０枚で大サイズ（４５ℓ）１５０円である。 

 

 委  員：新治広域事務組合の搬入終了時期と，新霞台厚生施設組合の搬入開始時期は

いつになるのか。 

 事 務 局：新治広域事務組合は平成３２年度末まで，新霞台厚生施設組合は平成３２年

度中に試運転を開始する予定である。 

  

委  員：八郷地区の石岡市指定ごみ袋使用の義務化とのことであるが，そもそも，な

ぜ今まで石岡地区と八郷地区でルールが違ったのか。 

 事 務 局：搬入するごみ処理施設が違う為である。石岡地区と八郷地区ではそれぞれ合

併前に参加していた一部事務組合が違ったため，地区によって搬入場所が異

なっていた。霞台厚生施設組合の新ごみ処理施設が出来ることにより，石岡

地区も八郷地区も同じごみ処理施設に搬入することになる。ごみ処理施設が

統一されることから，ごみ袋も全区域での義務化とするものである。 

 

委  員：ごみ袋の料金に関しては，処理費の受益者負担という考え方になるのか。 

 事 務 局：ごみ袋の料金に関しては，あくまで製作費のみの負担である。 

 

委  員：いきなり取り組んでも出来ないと思う。事前の周知が大事なのではないか。 

 事 務 局：周知方法については検討中であるが，丁寧に行っていきたい。 

 

委  員：八郷地区については，現在集積所に番号がない。どのようにするのか。 

 事 務 局：集積所ごとの番号を割り当てる予定である。 

 

委  員：集積所ごとの番号を知らせる際に，ルールの周知を図るとよいのでないか。 
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 事 務 局：方法については，意見を参考に検討したい。 

 

委  員：ごみ袋の名前はフルネームを記載しなければならないか。 

 事 務 局：現在石岡地区では，名字のみをカタカナで記載すればよいルールとなってい

る。同様の取り扱いとする予定である。 

 

委  員：周知の方法であるが，広報に小さく載せるだけでなく，専用パンフレットの

配布などをしてはどうか。 

 事 務 局：意見を参考に検討したい。 

 

委  員：ごみ処理施設に住民が自ら搬入する場合にはごみ袋に入れる必要があるか。

また八郷地区の住民については，自ら搬入する場合には，距離が遠くなって

しまうのではないか。 

 事 務 局：それらの項目については，新ごみ処理施設の協議案件ともなっている。協議

中であるため，この場で明確なルールは説明出来ないが，出来る限り不便を

かけないような取り扱いにしたいと考えている。 

 

委  員：平成３２年度は試行期間とのことであるが，ごみ袋は使っても使わなくても

よいという考え方か。 

 事 務 局：平成３２年度から原則ごみ袋を使用することを考えている。周知や運用にな

れる為にある程度の期間が必要な為である。平成３３年度からは完全義務化

を予定している。 

 

委  員：前回の当審議会で議題にもなっていた，ごみ袋のデザインを変更したとのこ

とであるが，料金は変更されたのか。 

 事 務 局：料金については変更されていない。大サイズ（４５ℓ）１０枚：１５０円，中

サイズ（３０ℓ）１０枚：１２０円，小サイズ（２０ℓ）１０枚：８０円であ

る。 

 

委  員：ごみの分別ガイドについてはどうなる予定か。 

 事 務 局：統一となるため，新しい分別ガイドを作る予定である。 

 

委  員：住民に配布するものと，集積所に貼り出すものを作ってはどうか。 

 委  員：あまり詳細な分別方法を集積所に記載してしまうと，外部の人の不法なごみ

出しが増えてしまうのではないか。 

事 務 局：周知方法については，今後検討したい。 

 

委  員：石岡地区の収集について，昼ごろまで回収がされていないことがある。国体

もあるため，見栄えが悪いのではないか。収集開始時間を早めてはどうか。 

 事 務 局：収集運搬委託業者や搬入するごみ処理施設との調整もある。国体期間中のみ
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収集開始時間を早めるなど，意見を参考に検討したい。 

（２）平成２９年度一般廃棄物の状況について 

 

 事 務 局：資料２に基づき説明 

 委  員：ペットボトルの資源化料金が厳しいということであるが，現状はどうか。 

 事 務 局：買取価格が殆どつかない状況である。 

 

委  員：プラスチックの処理方法はどのようにしているのか。 

 事 務 局：石岡地区については焼却処分である。八郷地区においては，現状まだ有料で

買い取って貰えている状況である。 

 

委  員：石岡地区と八郷地区の直接搬入料金はいくらか。 

 事 務 局：一般家庭ごみについては、どちらも１０㎏あたり１００円である。 

 

 

（３）その他 

 

 事 務 局：資料３に基づき説明 

 委  員：保管施設とはどのようなものか。 

 事 務 局：資源ごみなど，業者が引き取りに来るまでの保管場所である。 

 

委  員：スプレー缶処理の取り扱いはどのようになるか。 

 事 務 局：協議中の事項となり，決定次第お伝えしたい。 

 

 

 

 

 

４．閉 会 


